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◎�利用する前に確認を
　住基カード（住民基本台帳カード）及びマイナンバー
カード内の電子証明書には、次のとおり有効期限があ
ります。また、住所や氏名などを変更した場合は失効
します。
　確定申告などで公的個人認証サービスの電子証明書
を利用する方は、注意してください。
◇電子証明書の有効期限
＊ 住基カード＝発行日から３年間（再発行・更新は不可）
＊ マイナンバーカード＝発行日から５回目の誕生日ま
で（再発行・更新は本人がカードを持って市役所市
民係へ）
　　 ◇　　 ◇　　 ◇　　 ◇　　 ◇　　
　なお、マイナンバー制度（社会保障・税番号制度）の
施行に伴い、住基カードと住基カード内の電子証明書
の発行は、平成27年12月で終了しました。
　電子証明書を利用する方は、マイナンバーカードを
申請してください。
◎�マイナンバーカードを申請する方へ
　申請は、郵送やスマートフォン、パソコンなどから
できますが、27年10月５日以降に住所や氏名などを
変更した場合、既に送付した通知カードに付いている
交付申請書、申請書IDは使用できません。市役所市
民係及び東部出張所で配布する交付申請書（マイナン
バーカード総合サイトからダウンロードも可）を使用

してください。
　なお、マイナンバーカードは地方公共団
体情報システム機構が作成するため、即日
交付ができず、交付まで概ね２か月かかります。
　申請後、市から交付通知書が届いたら、受け取りの
予約をしてください。
　平日のほか、月１回、土曜日または日曜日にマイナ
ンバーカード臨時窓口を開設しています。
◎�マイナンバー制度についての問い合わせは
　総務省マイナンバー総合フリーダイヤル0120‐95
‐0178をご利用ください。
☆詳しくは、市役所市民係へ。
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。
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ら
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６
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。
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受
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。
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）。

◇
日
時　
水
曜
日
の
午
後
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時
〜
４
時

※
12
月
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〜
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月
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日
を
除
き
ま
す
。

◇
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あ
い
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っ
く
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し
く
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、
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会
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っ
く
内
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544
０
３
８
８
へ
。
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大
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委
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れ
る
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・
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れ
、

９
ペ
ー
ジ
の
表
の
と
お
り
決
定
し
ま

し
た
。任
期
は
12
月
１
日
〜
平
成
31
年

11
月
30
日
で
す
。

☆
詳
し
く
は
、
福
祉
推
進
係
へ
。

確定申告などで電子証明書を利用する方へ

民生委員・児童委員名簿

▼西部地区
氏　名 電話番号 担　当　地　区

田中　近江 543-2342 松原町１丁目10番・12 ～ 26番
菅原　悦子 519-2553 松原町１丁目１番・９番・11番
日下部高子 543-8622 松原町２丁目全域・３丁目１番・５番・６番
下田　和弘 543-5542 松原町３丁目（一部）・４丁目全域
西崎ひさ江 544-4272 松原町５丁目全域
万田　和子 545-3031 緑町５丁目全域・４丁目(一部)
川窪　千代 542-2934 緑町４丁目１～ 24番・28番
橋本　久貴 545-0661 緑町２丁目全域
能登部文江 543-3686 緑町１丁目１～８番・14 ～ 21番
清水　陽子 544-5479 田中町１丁目１～ 22番／緑町１丁目９～

13番
伊東　　茂 545-6449 大神町４丁目23 ～ 31番／田中町３丁目（一

部）・４丁目（一部）
小川千鶴子 541-7151 緑町３丁目全域
長谷川竹代 545-0247 拝島町１丁目１～ 12番・４丁目（一部）・

６丁目１番／田中町２丁目24 ～ 28番
穴田美知代 541-7459 拝島町１丁目13 ～ 20番・２丁目１～７番・

４丁目（一部）
（欠　員） 拝島町２丁目８～ 12番・５丁目１～９番

　
氏　名 電話番号 担　当　地　区
青木　昌江 541-0640 拝島町２丁目13 ～ 19番・３丁目１～８番・

５丁目10 ～ 14番
矢島あい子 542-8321 拝島町３丁目９番（１・２号棟）・12番（８

号棟）・13番・14番
遠藤　悦子 544-7164 拝島町３丁目10番（３号棟）・11番（７号棟）・

15 ～ 17番
新澤美津子 545-3041 拝島町３丁目10番（４・５号棟）・11番（６

号棟）
加藤　善美 543-0593 美堀町１丁目１～ 26番・２丁目（一部）
齋藤　清美 545-7655 美堀町１丁目27 ～ 33番・２丁目（一部）・

３丁目全域
古川　敏夫 541-2689 美堀町５丁目15～21番（線路敷地内１世帯）
立花イツ子 546-5854 美堀町４丁目（一部）／拝島町3926番地・

3933番地
赤羽目喜美子 545-6625 田中町３丁目４番・５番（１～ 25号）
永泉恵美子 546-3548 田中町１丁目23 ～ 36番・２丁目２～ 23番
池宮城直美 543-5471 美堀町４丁目（一部）・５丁目１～ 14番
平岡　聖子 544-8934 拝島中区域〈主任児童委員〉
井上きよみ 546-3878 多摩辺中区域〈主任児童委員〉

　
氏　名 電話番号 担　当　地　区
望月　葉子 543-0207 玉川町５丁目２～６番・11 ～ 22番
小澤　泰子 545-5688 中神町1149番地・1314 ～ 1375番地・1381

～ 1388番地・1391 ～ 1394番地・1400番地
大友さき子 090-8512-

8367
中神町1256番地・1257番地（３・４号棟）・
公務員住宅（1257番地・1259番地）

藤岡　三枝 545-4325 中神町1237番地（１号棟）・1257番地（２号棟）
（欠　員） 中神町1292 ～ 1313番地
古川　千里 519-6208 中神町1257番地（一部）・1260番地（一部）・

1261～1266番地・1271番地・1278～1284番地
栗原　照子 541-9251 福島町904 ～ 910番地・948番地・1010 ～

1114番地
杉本　純子 546-7825 福島町998番地（７～ 12号棟）
藤田　悦子 542-8726 福島町998番地（１～４号棟）
田邉　　弘 545-3096 中神町1224～ 1255番地(一部）・1260番地（一

部）／築地町244番地・249番地・320番地
小西　和子 542-3364 郷地町３丁目全域
三上　里織 542-6426 昭和中区域〈主任児童委員〉
関野　久江 541-6482 福島中区域〈主任児童委員〉

▼東部地区
氏　名 電話番号 担　当　地　区

守重　邦昭 544-4465 東町１丁目全域・２丁目１～２番
若尾ゆかり 541-3187 東町３丁目全域
金子　恭子 545-0748 東町４丁目全域・５丁目１～５番
隂山　妙子 545-0462 郷地町１丁目全域・２丁目28 ～ 32番
藥袋　治美 541-5596 郷地町２丁目（一部）／福島町１丁目（一部）
豊永　昌子 543-8993 福島町３丁目全域
岩﨑　敏子 541-2186 福島町２丁目全域
安藝　茂継 541-2630 福島町１丁目１～14番／東町５丁目６～13番
大野三代子 544-7024 東町２丁目３～６番／玉川町１丁目１～７

番（一部）
金井三四郎 541-3633 玉川町１丁目７番（一部）・８～23番・２丁目 

１～４番（一部）
渡邊　稔枝 541-3418 玉川町２丁目４～９番・４丁目（一部）・５丁

目（一部）
後藤　凌一 541-0074 玉川町３丁目（一部）・４丁目（一部）・５丁目

１番
杉山　功定 541-0668 玉川町３丁目７～ 17番・22 ～ 25番
澤田　昌好 545-0071 玉川町３丁目１～６番・26 ～ 31番

　
氏　名 電話番号 担　当　地　区
秋山　伸子 541-3269 中神町1136 ～ 1162番地（一部）／宮沢町

494 ～ 497番地（一部）・510 ～ 529番地
中野　晴子 543-3418 中神町1145 ～ 1187番地（一部）
長塚　尚子 543-1639 中神町1113 ～ 1138番地／宮沢町467 ～

495番地（一部）
宮里　成子

　
542-9218 つつじが丘１丁目全域・２丁目（一部）／昭

和の森施設一帯
白田　基子 546-6934 つつじが丘２丁目１～５番（一部）・８番
吉元伊津子 545-5401 つつじが丘３丁目１～４番（一部）
山﨑　貴子 549-7113 つつじが丘３丁目（一部）・昭島駅北側（田

中町・大神町）区域
諸星　俊英 543-0021 大神町３丁目全域・４丁目１～ 22番／宮

沢町３丁目12 ～ 14番／田中町２丁目１番
川津　洋子 541-1620 大神町889番地／宮沢町494番地１・11・

500番地（一部）
日惠野裕之 546-3751 上川原町１丁目14～ 25番・３丁目１～15番
松本　邦貴 541-8664 松原町１丁目（一部）／上川原町２丁目21

～23番
松本　智子 549-8670 瑞雲中区域〈主任児童委員〉
加藤　光雄 549-1552 清泉中区域〈主任児童委員〉

▼中部地区
氏　名 電話番号 担　当　地　区

柳川　　仁 541-0160 朝日町１丁目全域・３丁目（一部）
末永　常子 546-9846 朝日町３丁目（一部）
別所　正明 544-7891 朝日町２丁目（全域）・４丁目（一部）
前田　眞澄 543-2409 朝日町４丁目（一部）／中神町１丁目（一部）
北村　　実 543-5777 朝日町３丁目13番・５丁目全域
原茂　弘行 541-0477 中神町１丁目（一部）
川島みどり 541-0158 中神町２丁目全域・３丁目全域
宮﨑　裕子 545-5713 宮沢町２丁目（一部）・３丁目（一部）
田中　美和 543-0405 宮沢町１丁目（一部）・２丁目（一部）
手塚　之康 541-3689 宮沢町１丁目（一部）／上川原町１丁目１～

７番／昭和町４丁目（一部）
後藤ケイ子 541-0417 昭和町３丁目全域
片山美智子 543-7096 昭和町１丁目全域・２丁目全域
筒井　久子 544-1496 昭和町４丁目（一部）・５丁目全域
鈴木　康紀 541-6597 上川原町１丁目８～ 13番・２丁目（一部）
志茂　禮資 545-0460 大神町１丁目全域・２丁目全域／宮沢町２

丁目13番・23番・25番／上川原町３丁目
16番

木間美津江 545-0307 武蔵野２丁目全域
丹羽　のぶ 541-1761 武蔵野３丁目全域

※ 欠員となっている地区などについては、市役所
福祉推進係へ問い合わせてください。

　安定した税収と納税
義務の公平性を保つた
め、都や都内の自治体
が連携して、催告や、
財産の捜索・差し押さ
えなどを強化し、滞納
対策に取り組みます。
　なお、滞納を続ける

と延滞金が加算される
だけでなく、差し押さ
えなどの処分を受ける
こともあります。
　市税などの納付は納
期内にお願いします。
☆詳しくは、納税課へ。

12月はオール東京
滞納STOP強化月間

▲マイナ
 ちゃん


